
兵庫県農業共済組合
兵庫県 農林水産省

ＮＯＳＡＩの大豆共済

加入のお申し込みは令和８年６月１５日までです

農家ごとに最高８割を補償します。

半相殺方式

写真



加入できる農業者は

＊個人だけでなく法人や営農組織でもご加入できます。
＊作付けするすべての耕地のお申し込みが必要となります。
＊農業経営収入保険との重複加入はできません。
＊枝豆等未成熟で収穫されるものは加入できません。

次のいずれかの大豆を５アール以上作付けする農業者
①白大豆 ②黒大豆（丹波黒） ③黒大豆（丹波黒以外）

発芽期（または移植期）から収穫期まで

補償の期間は

＊収穫期とは、適期に刈り取り、ほ場から運び出すまでです。（通常のほ場乾燥期間中も含みます。）
＊適期に播種されなかった場合には、共済金の一部が免責となる場合があります。

対象となる災害は

自然災害（風水害・土壌湿潤害・干害など）や病害、虫害、鳥害、獣害、火災
による大豆の減収を補償します。

農家負担掛金等は

＊掛金の55％を国が負担します。

＊掛金率は過去20年の被害率をもとに算出し、農業者によって異なります。

＊掛金等は所定の期日（７月３１日）までに必ず納入してください。

＊農家負担掛金のほかに事務費賦課金をご負担していただきます。

農家負担掛金 ＝ 補償額 × 掛金率 × ４５％

補償額（共済金額）は

補償額 ＝ kg当たり価額 × 基準収穫量 × 補償割合

＊㎏当たり価額は、毎年農林水産大臣が決定した価額から選択できます。

＊基準収穫量は、その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども通常に行われたときに得られる収穫量

（平年収量）のことです。

半相殺方式
農家単位で引受け、農家ごとに２割を超える被害があった場合に共済金を支払います。

（８割補償の場合）

【補償割合：８割、７割、６割】



共済金の支払は

＊共済減収量＝減収量の合計－共済金支払い対象外分

＊肥培管理、病害虫防除、獣害防止対策の不適切など共済事故以外による減収がある場合には、支払われ

る共済金が減額される場合があります。

＊経営所得安定対策における畑作物の直接支払交付金の面積払を受ける場合は、共済金が調整される場合

があります。

支払共済金 ＝ kg当たり価額 × 共済減収量

基準収穫量１００kgの耕地、３ほ場を大豆共済に加入している農家が、
以下のような被害を受けた場合

栽培面積１０アール、基準収穫量１００kgの耕地を申し込む場合

＊kg当たり価額は、白大豆 301 円、黒大豆 1,501  円（令和８年産）を使用
＊共済掛金率は、白大豆、黒大豆（丹波黒）の県下平均を使用
＊農家負担掛金等には事務費賦課金が含まれています。

補償割合 品種
共済金額
（補償額）

農家負担掛金等
（納付額）

８割
白大豆 ２４，０８０円 １，２６０円

黒大豆（丹波黒） １２０，０８０円 ５，９５４円

７割
白大豆 ２１，０７０円 ９０７円

黒大豆（丹波黒） １０５、０７０円 ４，０１６円

６割
白大豆 １８，０６０円 ６７３円

黒大豆（丹波黒） ９０，０６０円 ２，７３２円

２割
支払い
対象外

②

８割
２４０ｋｇ
を補償

減収量合計１３０ｋｇ

共済減収量：
 （０㎏＋ ９０㎏ ＋４０ｋｇ） －

①

３００ｋｇ×２０％＝７０ｋｇ
② ③

・白大豆の場合
支払共済金：

   ３０１円×７０ｋｇ＝ ２１，０７０円
ｋｇ当たり価額 ③

・黒大豆（丹波黒）の場合
支払共済金：

１，５０１円×７０ｋｇ＝ １０５，０７０円
ｋｇ当たり価額 ③

８割補償の場合

詳しくは、裏面に記載しており
ますお近くの農業共済事務所
にお問い合わせください。

６０ｋｇ１１０ｋｇ

２４０ｋｇ

被害

収穫量

１０ｋｇ

引受収量

減収量
０ｋｇ ９０ｋｇ ４０ｋｇ

①

加入の目安

共済金支払いの一例

増収分は
カウントしません。

被害

ＮＯＳＡＩが検見・実測調査など
で減収量を確認



重要事項（注意喚起情報）
○ 次の場合には、直ちに通知してください。
（１）災害が発生したとき、並びに共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。
（２）加入申込書に記載した事項に変更が生じたとき。
（３）共済目的を譲渡したとき。
（４）共済目的を収穫適期前に刈り取り、抜き取り若しくはすき込みを行うとき。
（５）栽培方法を加入した区分に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更したとき。

○ 次の場合には、共済関係を解除します。共済関係を解除した場合は、その時までに発生した損害についても共済金の支払責任を負いません。
（１）加入資格者が加入申込書の際に告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失によってこれを告げず、又は不実を告げたとき。
（２）加入者が正当な理由がないのに農家負担共済掛金を遅滞したとき。

※ 正当な理由とは、例えば、口座引落しを行っている金融機関が災害等で機能停止した場合や、自然災害等のため共済掛金を納入することが
できなかった場合などをいいます。

（３）加入者が共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ又は生じさせようとしたとき。
（４）加入者が共済金の給付の請求について詐欺を行い又は行おうとしたとき。
（５）その他、共済関係の存続を困難とする重大な事由があるとき。

○ 次の損害は、共済金の支払責任を負いません。
（１）戦争その他の変乱によって生じた損害。
（２）加入者（加入者と同一の世帯に属する親族を含む）又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によって生じた損害。

○ 次の場合には、共済金の全部又は一部を免責します。
（１）加入者が通常すべき管理その他損害防止の義務を怠ったとき、又は加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき。
（２）加入者が損害発生の通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
（３）加入資格者が加入申込書の事項につき、悪意若しくは重大な過失によってこれを告げず、又は不実を告げたとき。
（４）加入者が正当な理由がないのに事業規程に基づき督促された農家負担共済掛金の払込みを遅延したとき。
（５）加入者が共済目的に異動が生じたとき（共済目的を譲渡したとき、又は収穫適期前に刈り取り、抜き取り若しくはすき込みを行ったとき、又は

栽培方法を加入した区分に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更したとき）の通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実
の通知をしたとき。

（６）加入者が植物防疫法の規定に違反した場合。

○ 次の場合には、引受内容（共済金額）を変更し、当組合から共済掛金の一部返還を行うとともに、共済金が支払われているときは、共済金の一部
を返還していただくこととなります。
（１）大豆に係る経営所得安定対策の「畑作物の直接支払交付金」の交付申請をして当該交付金の交付を受ける者（対象者）として引受けしたが、最

終的に交付金が交付されなかった（共済事故によって生じた損害（収穫皆無、全量規格外等）により当該交付金の交付を受けることができなかっ
た場合を除く）とき。

（２）被害申告時の当該直接支払交付金のうち数量払のみを申請する旨の申告に基づき共済金が支払われた後に、面積払の交付を受けたことが確認さ
れた場合は、共済金の一部を返還していただくことになりますので、ご了承ください。

○ 共済金の支払財源に不足が生じたときは、共済金の一部を事業規程の規定に基づき削減することがあります。

○ 個人情報の取扱い
（１）ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情報」という。）については、引受けの判断、共済金等の支払、共済契約

の継続・維持管理、各種サービスの提供・充実を行うために利用します。また、本共済関係に関する個人情報は、他の共済の案内等のために業務
に必要な範囲で利用することがあります。

（２）農業保険法に基づく共済金支払責任の一部を国の保険に付しているため、組合および国との間で個人情報を業務に必要な範囲で利用することが
あります。

（３）法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合、国または地方公共団体等の実施する調査に協力する場
合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。

本書面は、大豆共済への加入にあたり、確認いただきたい事項を記載しております。
内容を確認・了解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

支所名 郵便番号 住所 電話番号 管轄区域 旧事務所名

阪 神 651-2272 神戸市西区狩場台3丁目9番18 078-220-0044

神戸市、尼崎市、西宮市、
芦屋市、伊丹市、宝塚市、
川西市、三田市、猪名川町

神戸、阪神

東 播 675-1364
小野市鹿野町1849番5
（旧小野加東事務所）

0794-62-3433

明石市、加古川市、高砂市、
三木市、小野市、加西市、
加東市、稲美町、播磨町

東播磨、三木、
小野加東、加西

西 播 679-4123
たつの市龍野町片山441番1
（旧たつの太子事務所）

0791-63-4800

姫路市、相生市、赤穂市、
宍粟市、たつの市、市川町、
福崎町、神河町、太子町、
上郡町、佐用町

中播、赤相、
たつの太子、
宍粟、佐用

但 馬 669-5321
豊岡市日高町土居72番1
（旧豊岡事務所）

0796-42-4133
豊岡市、養父市、朝来市、
香美町、新温泉町

豊岡、南但、
香美新温泉

北播丹波 669-3316 丹波市柏原町鴨野481番1 0795-79-0900
西脇市、丹波篠山市、丹波市、
多可町

西脇多可、
丹波篠山、丹波

淡 路 656-0422
南あわじ市榎列上幡多1911番3
（旧南あわじ事務所）

0799-42-6210 洲本市、南あわじ市、淡路市
洲本淡路、
南あわじ

本 所 650-0011 神戸市中央区下山手通4丁目15-3 078-332-7158

NOSAIひょうごへのお問い合わせ
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